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①

相続税額がない場合の未成年者控除

Q:夫が死亡しました。相続人は、妻であ

る私と子供2人ですが、子供達はまだ未成年

者で子供達の取得した財産は、生命保険金だ

けです。

ところで、相続税の計算をしますと、子供

達は生命保険金の非課税規定により相続税額

が算出されません。この場合、未成年者控除

はどうなるのでしょうか。

A:扶養義務者であるあなたの相続税額か

ら控除することができます。

【解説】

未成年者控除の額が、その未成年者の相続

税額より多くなり、その未成年者の相続税額

から控除しきれない場合には、その控除しき

れない部分の金額は、その未成年者の扶養義

務者で、同一の被相続人から相続や遺贈によ

って財産を取得した人の相続税額から控除で

きます。

ところで、未成年者控除は、相続や遺贈に

よって財産を取得した者に適用されるもので、

財産を取得しない者には適用ありません。

ご質問の場合は、保険金の非課税限度額以

下であるため、未成年者である子供達の相続

税額は算出されないようですが、子供達は

｢相続又は遺贈により財産を取得した者」に

該当しますから、未成年者控除の適用はある

ことになります。控除しきれない未成年者控

除額は、扶養義務者であるあなたの相続税額

から控除することができます。


